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もりトピ福祉

　
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
よ
る

影
響
を
緩
和
す
る
た
め
、
所
得
の

低
い
人
に
対
す
る
、
暫
定
的
・
臨

時
的
な
措
置
と
し
て「
臨
時
福
祉

給
付
金（
簡
素
な
給
付
措
置
）」を

支
給
し
ま
す
。

　

こ
の
給
付
金
を
受
け
取
る
に

は
、
平
成
２７
年
１
月
１
日
時
点
で

住
民
票
の
あ
る
市
区
町
村
へ
の
申

請
が
必
要
で
す
。

給
付
対
象

　
平
成
２７
年
度
分
市
民
税（
均
等

割
）が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
人

注
市
民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ

　
て
い
る
人
の
扶
養
親
族
や
、
生

　
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
と

　
な
っ
て
い
る
場
合
な
ど
は
対
象

　
外
で
す
。

備
市
民
税（
均
等
割
）が
非
課
税
と

　
な
る
人

○
扶
養
親
族
が
い
な
い
場
合

　
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
３５
万

円
以
下
の
人

○
控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養

親
族
が
い
る
場
合

　
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
３５
万

円
×（
控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は

扶
養
親
族
の
人
数
＋
１
）＋
２１
万

円
で
求
め
た
金
額
以
下
の
人

注
Ｄ
Ｖ
被
害
に
よ
り
避
難
し
て
い

　
る
人
に
つ
い
て
は
、
守
口
市
に

　
住
民
票
が
な
く
て
も
、
守
口
市

　
で
の
申
請
受
付
が
で
き
る
場
合

　
が
あ
り
ま
す
。

給
付
額　
１
人
６
千
円（
１
回
限

り
）

支
給
予
定
日　
１０
月
中
旬
以
降

（
申
請
受
付
後
２
ヵ
月
程
度
）

基
準
日　
平
成
２７
年
１
月
１
日

申
請
方
法　
郵
送
ま
た
は
申
請
会

場
で
直
接

申
請
期
間　
８
月
３
日（
月
）～
平

成
２８
年
１
月
２９
日（
金
）

　
基
準
日
時
点
で
守
口
市
の
住
民

基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
お
り
、

発
送
日
時
点
で
支
給
対
象
と
見
込

ま
れ
る
人
に
は
申
請
書
を
送
付
し

ま
し
た
。

　
な
お
、
受
給
資
格
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
人
は
、
基
準
日
に
住
民
票

の
あ
る
市
区
町
村
へ
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。
基
準
日
以
降
に
転
入
し

た
人
は
、
基
準
日
に
住
民
票
の
あ

る
市
区
町
村
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

申
請
先　

健
康
福
祉
部
・
総
務

課
・
臨
時
福
祉
給
付
金
担
当

申
請
会
場　
守
口
Ｃ
Ｉ
Ｄ
ビ
ル
７

階（
本
町
２－

５－

１８
旧
守
口
Ｍ

Ｉ
Ｄ
ビ
ル
）市
役
所
よ
り
東
へ
約

１００
ｍ

受
付
日
時　
平
日
午
前
９
時
～
午

後
５
時
３０
分

問
健
康
福
祉
部
・
総
務
課
・
臨
時

　
福
祉
給
付
金
担
当
専
用
ダ
イ
ヤ

　
ル

℡�

０
５
７
０
・
２
０
０
・
１
９
２

備
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
厚

　
生
労
働
省
ま
で
問
い
合
わ
せ
く

　
だ
さ
い
。

受
付
日
時　
平
日
午
前
９
時
～
午

後
６
時

℡�

０
５
７
０
・
０
３
７
・
１
９
２

臨
時
福
祉
給
付
金
の
詐
欺
な
ど
に

注
意

○
市
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
Ａ
Ｔ

　
Ｍ（
銀
行
・
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の

　
現
金
自
動
支
払
機
）の
操
作
を

　
お
願
い
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に

　
あ
り
ま
せ
ん
。

○
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
、

　
他
人
か
ら
お
金
を
振
り
込
ん
で

　
も
ら
う
こ
と
は
絶
対
に
で
き
ま

　
せ
ん
。

○
市
や
厚
生
労
働
省
な
ど
の
職
員

　
が「
臨
時
福
祉
給
付
金
」を
支
給

　
す
る
た
め
に
、
手
数
料
な
ど
の

　
振
込
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に

　
あ
り
ま
せ
ん
。

　
生
活
が
困
窮
す
る
人
に
必
要
な

支
援
を
行
う
た
め
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

専
用
電
話
番
号

０
６
・
６
９
９
８
・
７
９
２
１

（
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
３０
分
）

�
M
ori_seikatuf@

city-m
ori

　

guchi-osaka.jp

問
生
活
福
祉
課

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
８
２

　
市
は
、
生
活
保
護
制
度
を
厳
正

に
運
用
す
る
た
め
、
生
活
保
護
適

正
化
情
報
ダ
イ
ヤ
ル
を
設
置
し
て

い
ま
す
。

　
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
、
生
活
保

護
の
不
正
受
給
な
ど
に
関
す
る
こ

と
や
、
本
当
に
生
活
が
困
窮
し
て

い
る
に
も
関
わ
ら
ず
市
に
相
談
し

て
い
な
い
人
の
情
報
な
ど
を
受
け

付
け
、
情
報
を
も
と
に
独
自
に
調

査
を
行
い
ま
す
。
提
供
さ
れ
た
情

報
は
厳
密
に
取
り
扱
い
、
情
報
提

供
者
の
個
人
情
報
は
厳
守
し
ま
す
。

平
成
２７
年
度
「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
を
支
給

生
活
保
護
適
正
化
情
報
ダ
イ
ヤ
ル
を
設
置

ボクも？ ワタシも？ ワタシも？ワシも？

申請じゃ！

カクニンジャ

確認じゃ！

出口

出口 出口

※1時間まで無料です。

申請会場


